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毎
月
第
３
火
曜
日

　

県
立
病
院
で
開
催
し
て
い
ま
す

﹁
県
病
健
康
教
室
﹂
は
、
２
月
か
ら

新
し
い
テ
ー
マ
と
な
り
ま
す
。
広

く
県
民
の
皆
様
に
参
加
し
て
い
た

だ
き
た
い
の
で
、
お
気
軽
に
お
い

で
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
・
演
題
ほ
か

・
２
月
17 
日

（火）　

13 
時
〜
14 
時

演
題　

Ｐ
Ａ
Ｄ
︵
末
梢
血
管
疾

患
︶
に
つ
い
て-

い
つ
も
元
気

に
歩
け
ま
す
か
？-

講
師　

心
臓
血
管
外
科 

医
師

松
丸
一
朗 

氏

・
３
月
17 
日

（火）　

13 
時
〜
14 
時

演
題　

笑
顔
で
過
ご
す
た
め
に

知
っ
て
ほ
し
い
緩
和
ケ
ア

講
師　

看
護
部 

看
護
師

谷
口
由
美 

氏

▼
場
所　

大
分
市
豊
饒
４
７
６　

大
分
県
立
病
院
３
階　

講
堂

※
入
場
は
無
料
で
す
。

︵
事
前
の
予
約
も
い
り
ま
せ
ん
︶

※
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

大
分
県
立
病
院 

総
務
課
総
務
班

☎
０
９
７-

５
４
６-

７
２
８
２

 

野
鳥
の
死
体
を
発
見
さ
れ
た
場

合
、
そ
れ
が
異
常
か
ど
う
か
は
状

況
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
必
要
性

が
あ
り
ま
す
。
野
鳥
が
複
数
死
亡

し
て
い
る
場
合
︵
ワ
シ
・
タ
カ
類
は

１
羽
か
ら
︶
は
保
健
所
・
家
畜
保

健
所
で
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
検
査
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
単
独
死
の
場
合
は
細
菌
や

寄
生
虫
に
感
染
し
な
い
よ
う
死
亡

野
鳥
を
直
接
触
ら
ず
ビ
ニ
ー
ル
袋

等
に
入
れ
一
般
廃
棄
物
と
し
て
処

分
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
死
体

を
発
見
さ
れ
た
際
に
は
、
市
に
ご

連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
検
査
の
必

要
性
の
有
無
、
処
分
の
方
法
を
ご

案
内
し
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

中
部
保
健
所 

☎
62-

９
１
７
１

健
康
推
進
課 

☎
82-

９
５
２
３

県
病
健
康
教
室
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

野
鳥
の
死
体
を

発
見
し
た
場
合
に
つ
い
て

４
ヵ
月
児
健
診

２
月
19 
日

（木）　

市
民
会
館

受
付　

13 
時
15 
分
〜
13 
時
30
分

対
象　

平
成
20
年
９
月
生
ま
れ

10 
ヵ
月
児
健
診

２
月
19 
日

（木）　

市
民
会
館

受
付　

13 
時
45
分
〜
14 
時

対
象　

平
成
20
年
４
月
生
ま
れ

１
歳
６
ヵ
月
児
健
診

２
月
26
日

（木）　

市
民
会
館

受
付　

13 
時
15 
分
〜
13 
時
30
分

対
象　

平
成
19 
年
７
月
・
８
月

生
ま
れ

５
歳
児
健
診

２
月
５
日

（木）　

市
民
会
館

受
付　

13 
時
15 
分
〜
13 
時
30
分

対
象　

平
成
15 
年
10 
月
〜
12 
月

生
ま
れ

●
今
年
度
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

※
母
子
健
康
手
帳
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

※
案
内
時
に
同
封
し
た
問
診
票
を

記
入
の
う
え
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
推
進
課　

健
康
班

☎
82

‐
９
５
２
３

麻しん風しん混合ワクチン（ＭＲワクチン）の
予防接種のお知らせ

　予防接種法の改正に伴い、麻しん（はしか）の予防接種が１回接種から２回接種になりました。幼児の
時に接種した１回接種だけでは、10代後半になると免疫が低下して麻しんにかかる可能性がでてきます。
国は、麻しん・風しん対策を強化し、接種対象を拡大しています。対象となる方は、下記の年代です。

第１期　生後12月から生後24月まで

第２期　平成14年４月２日から平成15年４月１日生まれの方

第３期　平成７年４月２日から平成８年４月１日生まれの方

第４期　平成２年４月２日から平成３年４月１日生まれの方

※第２・３・４期は平成21年３月31日までが接種期限です。
　これを過ぎると任意接種となり、有料となります。
※接種の際には、事前に医療機関に電話予約してください。

●問い合わせ先／健康推進課　☎８２－９５２３


